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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成29年11月2日(2017.11.2)

【公開番号】特開2017-86090(P2017-86090A)
【公開日】平成29年5月25日(2017.5.25)
【年通号数】公開・登録公報2017-019
【出願番号】特願2017-32171(P2017-32171)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｎ   7/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  39/125    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  31/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  37/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｎ    7/02     　　　　
   Ａ６１Ｋ   39/125    　　　　
   Ａ６１Ｐ   31/12     　　　　
   Ａ６１Ｐ   37/04     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年9月14日(2017.9.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ノロウイルスのウイルス様粒子（ＶＬＰ）の精製方法であって、
　前記ＶＬＰを含む溶液を少なくとも２つのクロマトグラフィー材料（但し、ヒドロキシ
アパタイトを除く。）と接触させる工程を含み、少なくとも１つのクロマトグラフィー材
料が疎水性相互作用材料であり、少なくとも１つのクロマトグラフィー材料はイオン交換
材料である、方法。
【請求項２】
　さらに前記ＶＬＰを含む溶液を、アフィニティー材料、混合モード材料、逆相材料、サ
イズ排除材料、および吸着材料からなる群より選択されるクロマトグラフィー材料と接触
させる工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記イオン交換材料が陽イオン交換体を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記イオン交換材料が陰イオン交換体を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＶＬＰが、約７０％超の純度に精製される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
（ａ）前記ＶＬＰを含む溶液をイオン交換クロマトグラフィー材料と接触させる工程であ
って、前記ＶＬＰは前記イオン交換クロマトグラフィー材料に結合し、前記ＶＬＰを含む
溶液が細胞溶解物又は培養上清であって、該細胞溶解物又は培養上清を濾過、遠心分離、
又は清澄化してからイオン交換クロマトグラフィー材料と接触させる工程；
（ｂ）前記イオン交換クロマトグラフィー材料から溶出されたＶＬＰを疎水性相互作用材
料である第２のクロマトグラフィー材料に接触させる工程であって、前記ＶＬＰが前記第
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２のクロマトグラフィー材料に結合する工程；及び
（ｃ）前記第２のクロマトグラフィー材料からＶＬＰを溶出させる工程であって、前記Ｖ
ＬＰが約７０％超の純度に精製される工程、
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＶＬＰを含む溶液が細胞溶解物又は培養上清であって、該細胞溶解物又は培養上清
が沈殿によって清澄化される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　限外濾過及び／又はダイアフィルトレーション工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
（ｄ）工程（ｃ）で得られる溶出物を第三のクロマトグラフィー材料に接触させる工程で
あって、混入物質が前記第三のクロマトグラフィー材料に保持され、前記ＶＬＰが前記第
三のクロマトグラフィー材料を通過する工程；及び
（ｅ）前記ＶＬＰが含まれる溶液を回収する工程、
をさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第三のクロマトグラフィー材料が、陰イオン交換クロマトグラフィー材料を含む、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記陰イオン交換クロマトグラフィー材料が、ＤＥＡＥ－セファロースＦＦ樹脂である
、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　工程（ｅ）で得られる前記ＶＬＰを含む溶液が限外濾過及び／又はダイアフィルトレー
ションに供される、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＶＬＰが、約９０％超に精製される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記イオン交換クロマトグラフィー材料から溶出されたＶＬＰを、第２のクロマトグラ
フィー材料と接触させる前に、吸着材料に接触させる工程であって、混入物質が前記吸着
材料に保持され、前記ＶＬＰが前記吸着材料を通過する工程、
をさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１５】
　ＰＥＧによる沈殿工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記イオン交換材料が、陰イオン交換体を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＰＥＧによる沈殿工程が、前記ＶＬＰを含む溶液をイオン交換クロマトグラフィー
材料と接触させる工程の前に行われる、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ＶＬＰを含む溶液を少なくとも３つのクロマトグラフィー材料と接触させる工程を
含む、少なくとも１つのクロマトグラフィー材料が陽イオン交換体を含み、少なくとも１
つのクロマトグラフィー材料が陰イオン交換体を含み、少なくとも１つのクロマトグラフ
ィー材料が疎水性相互作用材料である、請求項１に記載の方法。
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